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【手続補正書】
【提出日】平成28年5月23日(2016.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　気相ナノワイヤ成長装置であって、
　反応チャンバ（２００）と、
　第１入力部（２０２Ｂ）と、
　第２入力部（２０２Ａ）と、を含み、
　前記第１入力部は、前記第２入力部の中に、同心に位置し、前記第１入力部及び前記第
２入力部は、前記第２入力部から配送される第２流体が、前記第１入力部から配送される
第１流体と前記反応チャンバの壁との間に、シースを与えるように構成され、
　前記気相ナノワイヤ成長装置は、前記第１入力部及び第２入力部から前記反応チャンバ
の反対側の壁に位置する、第１出力部（２０４Ｂ）と、第２出力部（２０４Ａ）と、を更
に含み、
　前記第１出力部は、前記第２出力部の中に、同心に位置することを特徴とする気相ナノ
ワイヤ成長装置。
【請求項２】
　前記第２入力部が、更に多孔質フリットを含むことを特徴とする請求項１に記載の気相
ナノワイヤ成長装置。
【請求項３】
　前記反応チャンバを加熱するように構成された１つ以上のヒーター（２３０）と、
　前記第１入力部及び前記第２入力部を加熱するように構成された１つ以上のヒーター（
２１２、２１６）と、を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の気相ナノワイヤ成長
装置。
【請求項４】
　前記反応チャンバは、シリンダであり、
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　前記第１入力部は、前記シリンダの中央に前駆体ガスを供給するように構成され、
　前記第２入力部は、前記シリンダの表面の周囲にシースガスを供給するように構成され
ることを特徴とする請求項１に記載の気相ナノワイヤ成長装置。
【請求項５】
　第３入力部（３０２Ｃ）を更に備え、
　前記第３入力部は、前記前駆体ガスと前記シースガスとの間に、触媒粒子を含むエアロ
ゾルを供給するように構成されることを特徴とする請求項４に記載の気相ナノワイヤ成長
装置。
【請求項６】
　前記第１入力部及び第２入力部と、前記第１出力部及び第２出力部と、の少なくとも一
方に位置する熱電対（４２０）と、
　１つ以上の前記熱電対を監視し、１つ以上の前記ヒーターを調整するように構成された
制御器（５０２）と、を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の気相ナノワイヤ成長
装置。
【請求項７】
　前記第２出力部に動作可能に接続された冷却要素（４２６）を更に含むことを特徴とす
る請求項１に記載の気相ナノワイヤ成長装置。
【請求項８】
　前記第１入力部及び第２入力部と、前記第１出力部及び第２出力部との間の距離が、増
加可能又は減少可能なように、前記第１入力部及び第２入力部、前記第１出力部及び第２
出力部、又は前記第１入力部及び第２入力部と前記第１出力部及び第２出力部との両方を
移動させるように構成されている、少なくとも１つの昇降機構（４４５）を更に含むこと
を特徴とする請求項１に記載の気相ナノワイヤ成長装置。
【請求項９】
　ナノワイヤを製造する方法であって、
　第１ガス流を第１反応チャンバ（２００）に供給する工程であって、前記第１ガス流は
、前記ナノワイヤを製造するための第１前駆体を含む、工程と、
　第２ガス流を前記第１反応チャンバに供給する工程であって、前記第２ガス流は、前記
第１反応チャンバの壁から、前記第１ガス流を分離するシースを形成する、工程と、
　前記第１ガス流に、エアロゾルからナノワイヤ成長触媒粒子を供給する工程と、
　前記第１反応チャンバで、気相で、前記ナノワイヤを成長する工程と、を有し、
　前記ナノワイヤが前記触媒粒子から成長し、前記第１反応チャンバの１つ以上の反応帯
（２１０）を通過した後に成長した前記ナノワイヤが前記第２ガスシースに囲まれた前記
第１ガス流によって運ばれるように、前記触媒粒子を含む前記第１ガス流が前記反応帯を
連続的に通り流れることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記第１ガス流が、前記第１反応チャンバで割れ、ナノワイヤ成長触媒粒子を形成する
前駆体分子を含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記触媒粒子が、互いに異なる大きさを有することを特徴とする請求項９に記載の方法
。
【請求項１２】
　ナノワイヤを製造する方法であって、
　第１ガス流を第１反応チャンバ（２００）に供給する工程であって、前記第１ガス流は
、前記ナノワイヤを製造するための第１前駆体を含む、工程と、
　第２ガス流を前記第１反応チャンバに供給する工程であって、前記第２ガス流は、前記
第１反応チャンバの壁から、前記第１ガス流を分離するシースを形成する、工程と、
　前記第１ガス流と前記第２ガス流との少なくとも一方に、エアロゾルから帯電されたナ
ノワイヤ成長触媒粒子を供給する工程と、
　前記第１反応チャンバで、気相で、前記ナノワイヤを成長する工程と、を有することを
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特徴とする方法。
【請求項１３】
　ナノワイヤを製造する方法であって、
　第１ガス流を第１反応チャンバに供給する工程であって、前記第１ガス流は、前記ナノ
ワイヤを製造するための第１前駆体を含む、工程と、
　前記第１ガス流に、エアロゾルとしてナノワイヤ成長触媒粒子を供給する工程であって
、前記触媒粒子が金、銀、銅、鉄、ニッケル、ガリウム、インジウム又はアルミニウムの
１つ以上を含む、工程と、
　第２ガス流を前記第１反応チャンバに供給する工程であって、前記第２ガス流は、前記
第１反応チャンバの壁から、前記第１ガス流を分離するシースを形成する、工程と、
　前記第１反応チャンバで、気相で、前記ナノワイヤを成長する工程と、を有することを
特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記ナノワイヤが、ＩＶ半導体ナノワイヤ、ＩＩＩ－Ｖ半導体ナノワイヤ又はＩＩ－Ｖ
Ｉ半導体ナノワイヤを含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１反応チャンバから第２反応チャンバに、前記ナノワイヤを供給する工程と、
　前記第２反応チャンバに第３ガス流を供給する工程であって、前記第３ガス流が、前記
ナノワイヤを製造するための第２前駆体を含む、工程と、
　前記第２反応チャンバに第４ガス流を供給する工程であって、前記第４ガス流が、前記
第２反応チャンバの壁から前記第３ガス流を分離するシースを形成する、工程と、
　前記第２反応チャンバで、気相で、前記ナノワイヤを更に成長する工程と、を更に含む
ことを特徴とする請求項１２又は１３に記載の方法。
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